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〔講師プロフィール〕

山口 悦子

会/ビジネスコーチ人事研究所 代表

ルタント・社会保険労務士

営者の悩みに数多

、中小企業にピッ

と実務をふまえた

提案。賃金分析の

ある北見昌朗氏主
◆ 受講料 １５，７５０円

（ただし顧問先様は 3,000 円）

◆ 定員 ２０名（先着順です）

ご注意! 賃金コンサルタント、社会保険労

士のご参加はご遠慮いただいております。
日時：４/２１（月）13：30～16：30

５/１３（火）13：30～16：30

（同内容です ご都合の良い方にご参加ください）

場所：浜松労政会館（浜松商工会議所７階）

主催：西遠労務協会 053-436-1033



〔講師からのメッセージ〕

ニュースやテレビでも大きく報道されている「名ばかり管理職」問題。 「人件費の不当な削減のために、会社

は社員を名目だけの管理職にして残業代逃れをしている」という趣旨の指摘です。けれども、果たしてそのよう

に決め付けられるケースばかりなのでしょうか。

確かに、経営者の中には、今回の指摘のとおり、人件費の削減に力をいれるあまり、結果的に「名ばかり管

理職」をつくってしまっているケースもあるかもしれません。けれど私は、日頃経営者の皆様のお話をうかがう

中で、多くの経営者は、ごまかしたり従業員にムリな負担を強いたりしたいとは思っていないと実感しています。

経営者であれば、管理職に管理職としての自覚を持って仕事をしてもらいたいと考えるのはあたり前。その思

いが「管理監督者」として会社側に立って仕事に取り組んで欲しいとの強い要求になる。ところが、にもかかわ

らず、処遇がそこまでついていっていない場合、それが図らずも「名ばかり管理職」として大きな問題になってし

まう、実はこんなケースも多いのではないでしょうか。

けれど、経営者の思いはどうであれ、ここでの問題は、実態としてその状態が「法律違反」になってしまって

いる、そんなケースが非常に多い、という事なのです。

また、法律が云々という問題のほかにも、「現場での仕事」と「管理業務」という二重の役割を負う中小企業

の管理職はついつい労働時間が長くなりがち。管理職がその役割の重さに体に不調を覚えたり、この頃大きな

問題になっているうつ病など心の病をひきおこしてしまうことも。結果的に管理職にそこまで大きな心身の負担

がかかっていること、管理職を追いつめていることに、経営者も気づいていないことも多いのです。

そして今、監督署や警察以上に怖いのは、従業員の内部告発です。このところずっと大きな話題になっている

企業の偽装問題なども、そのほとんどがこの「内部告発」から始まっています。たとえ経営者はごまかそうなど

と考えていなくても、社員や管理職が“社長には言いにくい矛盾や不満”を感じていたとしたら、今回の「名ばか

り管理職問題」はまさに御社自身の想像以上に大きなリスクとなってしまいます。 今はまだ社内で表面化して

いないにせよ、今回のニュース報道に力を得て行動を始める労働者が出ることも容易に想像されるのです。

管理職を、本当の意味での管理職にするために、そして会社を守るた

めにも、このセミナーにご参加いただき、セミナーの内容をさっそく自社

に活かしていただくことを強くお勧めいたします。

■お申し込みは今すぐＦＡＸにて！！FAX ０５３-４３６-１１３８

★ ＦＡＸ受付後、受講票と会場案内図をご送付いたします。

参 加 お 申 込 書

貴社名 e-mail

ご参加者名 役職名

ご参加者名 役職名

ご住所 〒 －

TEL FAX

このセミナーは、社員を大切にするまっとうな経営者が、単に“知らなかった”“気づかなかった”事

により思いもよらない目に合わないようにするため、今回急遽企画、開催させていただくものです


